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　（注１）

本書において使用する下記の語句は、異なる記載がないか又は文脈上、別途必要でない限り、それぞれ以下の意味を有す

るものとします。

・　「カナダドル」とは、カナダの法定通貨であるカナダドルをいいます。

・　「中国」とは、中華人民共和国をいいます。

・　「当社」又は「提出会社」とは、新華ホールディングス・リミテッドをいいます。

・　「金融商品取引法」とは、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。）をいいます。

・　「香港ドル」とは、香港特別行政区の法定通貨である香港ドルをいいます。

・　「香港」とは、香港特別行政区をいいます。

・　「IFRS」とは、国際財務報告基準委員会が発行した国際財務報告基準をいいます。

・　「日本GAAP」とは、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則をいいます。

・　「日本円」とは、日本国の法定通貨である日本円をいいます。

・　「人民元」とは、中国の法定通貨である人民元をいいます。

・　「シンガポール・ドル」とは、シンガポール共和国の法定通貨であるシンガポール・ドルをいいます。

・　「米ドル」とは、アメリカ合衆国の法定通貨である米ドルをいいます。

・　「当社グループ」とは、当社及びその連結子会社をいいます。
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　（注２）

当社グループの財務諸表の米ドルと日本円との換算は、便宜上、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則第88条の規定に基づき、2015年９月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である１米ドル＝

119.96円、１カナダドル＝89.34円、１香港ドル＝15.48円及び１シンガポール・ドル＝84.09円で行われております。な

お、当該円換算額は、単に便宜上の表示を目的としており、米ドルで表示された金額が上記の相場で実際に円に換算され

ることを意味するものではありません。当社グループの財務諸表の米ドルと香港ドルとの換算については、１米ドル＝

7.80香港ドルの外国為替交換レートを使用しております。

 

　（注３）

本書中の表の計数が四捨五入されている場合、合計は計数の和と一致しないことがあります。
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第一部【企業情報】
 

第１【本国における法制等の概要】
 

　当第３四半期連結累計期間中、当社の属する国・州等における会社制度、当社の定款等に規定する制度、外国為替管理制

度及び課税上の取扱いにつき、重要な変更はありませんでした。
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第２【企業の概況】
 

１【主要な経営指標等の推移】

回次

第11期
第３四半期
連結累計
期間

第12期
第３四半期
連結累計
期間

第11期

会計期間

自　2014年
１月１日

至　2014年
９月30日

自　2015年
１月１日

至　2015年
９月30日

自　2014年
１月１日

至　2014年
12月31日

売上高
(千米ドル)
(百万円)

2,675
(321)

2,592
(311)

3,697
(443)

経常損失（△）
(千米ドル)
(百万円)

△2,925
(△351)

△2,343
(△281)

△3,877
(△465)

四半期（当期）純損失（△）
(千米ドル)
(百万円)

△2,404
(△288)

△2,321
(△278)

△2,936
(△352)

四半期包括利益又は包括利益
(千米ドル)
(百万円)

△2,303
(△276)

△2,196
(△263)

△2,526
(△303)

純資産額
(千米ドル)
(百万円)

3,367
(404)

1,838
(220)

2,724
(327)

総資産額
(千米ドル)
(百万円)

6,737
(808)

18,950
(2,273)

6,239
(748)

１株当たり四半期（当期）純
損失（△）金額

(米ドル)
(円)

△1.21
(△145.15)

△0.87
(△104.37)

△1.37
(△164.35)

潜在株式調整後１株当たり四
半期（当期）純利益金額

(米ドル)
(円)

－
(－)

－
(－)

－
(－)

自己資本比率 (％) 39.9 8.0 39.6

EBITDA
(千米ドル)
(百万円)

△2,340
(△281)

△1,924
(△231)

△3,121
(△374)

 

回次

第11期
第３四半期
連結会計
期間

第12期
第３四半期
連結会計
期間

会計期間

自　2014年
７月１日

至　2014年
９月30日

自　2015年
７月１日

至　2015年
９月30日

１株当たり四半期純損失
（△）金額

(米ドル)
(円)

△0.33
(△39.59)

△0.23
(△27.59)

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第11期、第12期第３四半期連結累計期間及び第11期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しておりますが四半期（当期）純損失を計上しているため記載

しておりません。
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４　当社グループの連結財務諸表は、米ドルで表示されております。「円」で表示されている金額は、四半期財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（以下、「四半期財務諸表等規則」といいます。）第88条の規定に

基づき、2015年９月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である１米ドル＝119.96円

で換算された金額です。なお、当該円換算額は、単に便宜上の表示を目的としており、米ドルで表示された金額

が上記の相場で実際に円に換算されることを意味するものではありません。

５　当社グループは、日本GAAPに準拠して作成された当社グループの財務諸表に関して、EBITDAを、営業損益に減価

償却費及びのれん償却額を加えたものと定義しております。当社グループは、EBITDAが当社グループの経営成績

の重要な尺度であると考えているため、主要な経営指標として提示しております。EBITDAは日本GAAPによる測定

法ではなく、また、適用可能な一般に認められた会計原則に従い作成された収入又はキャッシュ・フロー計算書

のデータと分離して、若しくはそれらの代わりとして考慮することはできません。EBITDAを計算する際に除外さ

れた事項（減価償却費及びのれん償却額等）は、当社の業績を理解し、評価する際の重要な要素であると理解さ

れています。

６　本書に記載される当社グループの開示書類は、日本の開示規則に従い、かつ、日本GAAPに準拠して作成されてい

ます。また、国際財務報告基準（IFRS）に従う財務諸表も、当社の過去の習慣に従い、国際投資家のために作成

されています。当社グループに適用される日本GAAPとIFRSの重要な差異として、組込デリバティブ、株式交付費

及び上場関連費用の会計処理に関連するものが挙げられます。

 

２【事業の内容】

　2015年９月８日、カナダのトロント・ベンチャー証券取引所に株式を上場しているGINSMS Inc.（証券コード：GOK。以

下、「GINSMS」といいます。）及びその子会社の計10社が、当社グループの連結子会社となり、これに伴い、当社グルー

プは、新規事業であるモバイル事業に参入しました。GINSMSは、中国、シンガポール、香港、マレーシア及びインドネシ

アで事業を展開しており、そのモバイル事業は、クラウド・ベースのA2Pメッセージング・サービス（注）及びソフトウェ

アの製品・サービスの２分野から構成されております。GINSMSは、GIN International Limited及びInphosoft Singapore 

Pte Limitedを含む計９社の子会社を有しています。

 

　（注）　A2P（アプリケーション・トゥー・パーソン）とは、アプリケーションから携帯電話に短い文字メッセージを送

信するサービスをいいます。例えば、モバイル・デベロッパーは、Whatsapp、WeChat、LineあるいはKakaoTalk

のようなオーバー・ザ・トップ（OTT）モバイル・アプリケーションの登録時、in-appでのアプリケーション購

入確認、又は最新ゲーム・リリース・プロモーションの際、本人確認のためワン・タイム・パスワード（OTP）

を送信する手段としてA2Pサービスを使用します。
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第３【事業の状況】
 

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」から重要な変更が

あった事項は以下の通りです。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したもの

であります。

 

●当社の経営及び事業の継続性に関するリスク

　当社グループは、当第３四半期連結累計期間において、前連結会計年度から引き続き営業損失1,939千米ドル（233

百万円）、四半期純損失2,321千米ドル（278百万円）を計上しております。

　前連結会計年度と比べ当第３四半期連結累計期間において金融情報配信事業の売上の減少や、営業費用が依然とし

て高いことから、当第３四半期連結累計期間においても継続して営業損失を計上しており、当社グループのキャッ

シュ・フローは、引き続き既存の借入金を返済するための十分な資金が不足しております。当該状況により継続企業

の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　当該状況を解消するため、当社グループは継続的に経費削減を実施し、資産売却により資金調達できる機会の検討

を行っていきます。加えて、当社グループは収益性及び営業キャッシュ・フローのプラスの双方の観点から、新規事

業に対する投資を模索し、債務の株式化や新たな資本注入に加え、事業のリストラクチャリングも含めた様々な手法

により成長の機会をとらえていきたいと考えております。

　ただし、当社グループの事業の継続可能性は、既存事業及び新規事業の成長や事業再編の成功に強く依存している

ことから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、当四半期連結財務諸表は継続

企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を当四半期連結財務諸表に反映して

おりません。

 

●上場廃止基準（時価総額基準）に係るリスク

　当社普通株式は、2015年７月末時点において時価総額が10億円未満となりました。東京証券取引所有価証券上場規

程第602条第１項第１号・同第601条第１項第４号ａ本文により９ヶ月（事業の現状、今後の展開、事業計画の改善そ

の他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を３ヶ月以内に東京証券取引所に提出しない場合にあって

は、３ヶ月）以内に、月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上とならないときは、上場廃止になるものとさ

れております。この状況を踏まえ、当社は、2015年10月に東京証券取引所に当該書面を提出しました。当該書面を提

出したことにより、2016年４月までのいずれかの月において、月間平均時価総額及び月末時価総額が時価総額基準の

金額以上になったときは、当該上場廃止基準に該当しないことになります。
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２【経営上の重要な契約等】

１．第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行

　2015年８月17日、当社は、マッコーリー・バンク・リミテッドに対して、行使価格修正条項付新株予約権を2,297,499

個発行する買取契約を締結しました。

 

２．第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）による新株式発行

　2015年10月28日、当社の取締役は、Lai Man Kon氏、Lie Wan Chie氏、当社の取締役である原野直也氏及び当社の取締

役会長、CEO及びCFOであるレン・イー・ハン氏が持分を100％所有するOne Heart International Limitedが当社に対し

て保有するノート及びローンの元金及び2015年12月22日（定時株主総会の日）までに発生する利息の総額1,339百万円を

返済するため、１株につき273円にて合計4,905,631株の新株式を第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）により

（以下「本第三者割当増資」といいます。）発行することを決議しました。なお、本第三者割当増資により、大規模な

希薄化が生じること、また主要株主に変更が生じることに鑑み、当社の取締役会は、定時株主総会開催予定日の2015年

12月22日に、株主の皆様の承認を得た上で実施することといたしました。

 

３【財政状態、経営成績の分析】

　以下の記述のうち、将来に関する事項は当第３四半期連結会計期間末日現在において当社グループが判断したものであ

ります。

(1）当第３四半期連結累計期間における業績の分析

　当社は金融サービスの事業分野において商品並びにサービスを提供しております。

 

金融サービス事業

 

－金融情報配信事業

　当社グループの金融サービス事業は、企業、政府機関及び個人に対し、金融アドバイザリー業務及びパブリック・リ

レーション・サービスを提供しております。金融アドバイザリー業務における戦略上のスタンスの１つに、中国企業と

グローバルな資本市場との橋渡し役を担うことがあります。

 

モバイル事業

　当社グループのモバイル事業は、クラウド・ベースのA2Pメッセージング・サービス及びソフトウェアの製品・サービ

スの２分野においてサービスを提供しており、今後はA2Pメッセージング・サービスにフォーカスしていく予定です。

　当社グループの報告セグメントは、「金融情報配信事業」、「モバイル事業」及び「その他の事業」となっておりま

す。報告セグメントの概要につきましては「第５　経理の状況」の「１　四半期連結財務諸表」の注記部分の（セグメ

ント情報等）［セグメント情報］をご覧下さい。

　当社は、当第３四半期連結累計期間において、GINSMS及びその子会社を連結子会社化したため、GINSMS及び新華モバ

イル・リミテッド（GINSMSの親会社、以下、「新華モバイル」といいます。）の事業である「モバイル事業」のセグメ

ントを設けました。なお、同社の2015年９月30日付の財務諸表を連結しているため、当第３四半期連結累計期間におい

て、GINSMSが当社グループの連結損益計算書に与える影響はありません。モバイル事業が当社グループの連結損益計算

書に与える主な影響は、新華モバイルによる営業費用によるものです。

 

売上高

　売上高は、前年第３四半期連結累計期間（以下、「前年同四半期」といいます。）が2,675千米ドル（321百万

円）であったのに対し、当第３四半期連結累計期間（以下「当四半期」といいます。）が2,592千米ドル（311百

万円）でした。

　前年同四半期と比較した当四半期における売上高の減少は、主として金融情報配信事業の売上の減少によるも

のです。

　当四半期の金融情報配信事業セグメントの売上高は2,589千米ドル（311百万円）、当四半期のモバイル事業セ

グメントの売上高は０千米ドル（０百万円）及び当四半期のその他の事業セグメントの売上高は２千米ドル（０

百万円）でした。
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売上原価

　売上原価は、前年同四半期が1,576千米ドル（189百万円）であったのに対し、当四半期が1,414千米ドル（170

百万円）でした。

　前年同四半期と比較した当四半期における売上原価の減少は、主として売上高の減少によるものです。

　当四半期の金融情報配信事業セグメントの売上原価は1,414千米ドル（170百万円）、当四半期のモバイル事業

セグメントの売上原価は０千米ドル（０百万円）及び当四半期のその他の事業セグメントの売上原価は０千米ド

ル（０百万円）でした。

 

売上総利益率

　売上総利益率は、前年同四半期が41.1％であったのに対し、当四半期が45.4％でした。

　前年同四半期と比較した当四半期における売上総利益率の増加は、金融情報配信事業セグメントにおける売上

総利益率の増加によるものです。

　当四半期の金融情報配信事業セグメントの売上総利益率は45.4％、当四半期のモバイル事業セグメントの売上

総利益率は０％及び当四半期のその他の事業セグメントの売上総利益率は99.1％でした。

 

販売費及び一般管理費

　販売費及び一般管理費は、前年同四半期が3,460千米ドル（415百万円）であったのに対し、当四半期3,117千米

ドル（374百万円）でした。

　前年同四半期と比較した当四半期における販売費及び一般管理費の減少は、全社的な費用の減少によるもので

す。

　当四半期の金融情報配信事業セグメントの販売費及び一般管理費は1,339千米ドル（161百万円））、当四半期

のモバイル事業セグメントの販売費及び一般管理費は302千米ドル（36百万円）及び当四半期のその他の事業セグ

メントの販売費及び一般管理費は1,476千米ドル（177百万円）でした。

 

営業損失

　前年同四半期における営業損失2,361千米ドル（283百万円）に対し、当四半期は1,939千米ドル（233百万円）

の営業損失となりました。

　前年同四半期と比較した当四半期における営業損失の減少は、主として売上総利益の増加及び販売費及び販売

費及び一般管理費の減少によるものです。

　当四半期の金融情報配信事業セグメントの営業損失は164千米ドル（20百万円）、当四半期のモバイル事業セグ

メントの営業損失は302千米ドル（36百万円）及びその他の事業セグメントの営業損失は1,474千米ドル（177百万

円）でした。

 

経常損失

　前年同四半期における経常損失が2,925千米ドル（351百万円）であったのに対し、当四半期は2,343千米ドル

（281百万円）の経常損失となりました。

　前年同四半期と比較した当四半期における経常損失の減少は、主として営業損失の減少によるものです。

当四半期の金融情報配信事業セグメントの経常損失は175千米ドル（21百万円）、当四半期のモバイル事業セグメ

ントの経常利益は728千米ドル（87百万円）及び当四半期のその他の事業セグメントの経常損失は2,897千米ドル

（348百万円）でした。

 

四半期純損失

　前年同四半期における純損失が2,404米ドル（288百万円）であったのに対し、当四半期の純損失は2,321千米ド

ル（278百万円）でした。

　前年同四半期と比較した当四半期における四半期純損失の減少は、主に経常損失の減少によるものです。

当四半期の金融情報配信事業セグメントの純損失は175千米ドル（21百万円）、当四半期のモバイル事業セグメン

トの純利益は728千米ドル（87百万円）及び当四半期のその他の事業セグメントの純損失は2,875千米ドル（345百

万円）でした。
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(2）当第３四半期連結累計期間末における総資産、純資産及び負債の状況に関する分析

総資産

　第11期末（以下、「前期末」といいます。）における総資産は6,239千米ドル（748百万円）であったのに対

し、当第３四半期連結累計期間末（以下「当四半期末」といいます。）現在の総資産は18,950千米ドル（2,273百

万円）となりました。前期末と比較した当四半期末における総資産の増加は、主として当四半期におけるGINSMS

の連結子会社化に伴うのれんの計上によるものです。

 

純資産

　前期末における純資産総額は2,724千米ドル（327百万円）であったのに対し、当四半期末現在の純資産総額は

1,838千米ドル（220百万円）となりました。前期末と比較した当四半期末における純資産の減少は、主として増

資があったものの四半期純損失を計上したことによる影響です。

 

負債

　前期末における負債総額は3,515千米ドル（422百万円）であったのに対し、当四半期末現在の負債総額は

17,113千米ドル（2,053百万円）となりました。前期末と比較した当四半期末における負債の増加は、主として短

期借入金の増加及び当四半期におけるGINSMSの連結子会社化によるものです。

 

(3）対処すべき経営上又は財務上の課題

（当社が現在直面している課題）

ａ）当社の前経営陣の投資決定及びハイ・リスクな契約等を起因とするマイナスの影響が顕在化しております。

　当社の前経営陣は、これまで様々な投資決定を下し、第三者との契約等を締結してきました。しかしそれら

の幾つかは当社前経営陣による決定によるものであったり、高いリスクを伴う契約であったりしました。これ

らを起因とする当社への負の影響が、特に2011年度下半期以降、顕在化しております。当社の前経営陣による

投資決定が当社に損失を与えております。当社は当社グループの各子会社及び事業プロジェクトに対し資金供

給をする必要があります。これらの継続的な資金供給により、当社の財政状態は大きく毀損しております。

 

対策

１．継続的な損失の計上もしくは当社（グループ）からの資金援助への依存が見られる事業のタイムリーな打

ち切り。

２．現在、まだ開始されていないプロジェクトに関して、当社経営陣の判断により、収益性の見込みが低いと

判断されたプロジェクト及びハイ・リスクであると見なされたプロジェクト事業の中止。

３．当社子会社が抱える潜在的な問題を即座に発見するための子会社財務データの継続的なモニタリング。

４．企業価値（株主利益）を守るための法的措置及び契約内容の見直しによる今後のリスクの削減。
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ｂ）当社の深刻な財政状態が、本来事業開発のために利用されるべき経営資源を制限しております。

　上記の投資決定により、当社グループは多大な損失を被り、多くの資金が失われました。当社グループは現

在、深刻な財政状態の危機に瀕しています。

１）当社グループの既存事業の資産規模は非常に小さくなっており、事業の拡大に必要な資源が充分ではあり

ません。小規模な事業資産は低い収益性しか創出せず、その結果、収益が事業経費及び費用を賄いきれ

ず、当社全体に著しい損失をもたらしています。

２）当社グループの既存事業がもたらす利益及びキャッシュ・フローは低水準もしくはマイナスとなってお

り、当社グループは資金不足の状態にあります。

 

対策

１．既存事業の損失削減及び収益性の向上のため、全社的な費用及び営業費用の更なる削減。

２．当社グループ資産（子会社を含む）の売却による資金調達及び限られた資金を活用しての重要事業の促

進。

３．当社グループの再編、事業統合及びその他様々な手法により当社に新たな発展をもたらす潜在投資家の発

掘。

 

（会社の支配に関する基本方針）

基本方針の内容の概要

　当社は、当社の財務上の方向性及び会社自身が進むべき方向性の決定を支配する個人又は法人は、当社の価値の

源泉を理解し、当社の価値及び株主の利益を継続的にかつ健全に維持・向上させることができる必要があると信じ

ております。最終的に企業価値と株主の利益に資するのであれば、当社は第三者からの大規模な買収に否定的な立

場は取りません。そして、そのような買収提案に関する究極の決断は、最終的には株主の意図によりなされなけれ

ばなりません。しかしながら、そのような大規模な買収の中には、企業価値と株主の利益に合致しないものがあり

ます。企業価値及び株主の利益のためにならない大規模な買収を行おうとする個人又は法人は、会社の財務上の方

向性及び会社自身が進むべき方向性を支配するのに適切ではなく、企業価値と株主の利益を維持し保護するため、

会社はそのような悪意のある個人又は法人による大規模な買収に対する適切な対抗策を取る必要があると当社は考

えております。

 

財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社グループは、中国での金融業界の基盤、金融ノウハウとネットワークを活用し、潜在的に高い成長性がある

既存事業を組織的に成長させていきます。また当社は、特にスマートフォン向けアプリケーション・ソフトウェ

ア、通信ソフトウェア·プラットフォーム、グローバル·メッセージング·ゲートウェイ及びモバイル広告プラット

フォーム用のアプリケーション·ソフトウェアの開発及び運用に注力し、新たな収益の確保に努めます。

①　コスト削減について

　当社は、上記のような方法で収益性の向上を図りながら、同時に事業効率の向上及びコスト削減のため様々な

手段を講じて参ります。これらの手段には、保有資産の売却、監査及び法務関連費用の削減が含まれます。ま

た、人的リソースの再編も検討して参ります。同時に、当社は当社グループの各子会社レベルでの効率性向上の

実現と一定期間内に各子会社が損益分岐点を達成し、キャッシュ・フローを黒字化するための様々な支援を講じ

て参ります。

 

②　資金調達について

　当社は、非中核部門の売却により資金調達を進めると同時に、潜在投資家との積極的なコンタクトを進めて参

ります。また会社及び各子会社の資金調達に関しては、プライベート・エクイティ・ファンド等の活用を通じ

て、全体的な資金調達を行って参ります。
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基本方針に照らして不適切な者によって財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

　当社は、2012年４月18日と2013年11月21日に開催された当社取締役会にて、支配権異動時の退任報酬契約（以

下、「本契約」と言い、その締結により講じられる措置を「本買収防衛策」と言います。）を当社の取締役及び当

社又はその子会社若しくは関連会社における上級管理職（以下、「幹部」と総称します。）との間で締結すること

に関して決議しました。これは当社株式の不適切な大規模取得を行う者による当社の買収から幹部を守るととも

に、当社の企業価値、ひいては株主の共通利益を維持し向上させるためのものです。本契約は、当社に支配権の異

動が生じた後に、一定の状況下で幹部の当社又はその子会社若しくは関連会社における雇用又は取締役の地位が終

了した場合、当社が当該幹部に支払うことを合意した退任報酬及び支配権異動後に当社が幹部に与えるその他の便

益について規定しております。

 

－退任報酬の支払い条件

 

①　支配権の異動とは、以下の事由のいずれか１つにでも該当する場合をいいます。

ａ）個人又は法人が、(ⅰ)当社の発行済株式総数、又は(ⅱ)取締役の選任について一般に投票権を有する当社

の発行済みの議決権付有価証券（該当する有価証券が今後発行される場合）の合計議決権の、20％以上に

相当する株式数又は受益権を取得する場合。

ｂ）当社の現任の取締役の３分の１（取締役の員数が３の倍数ではない場合、３分の１に最も近くそれを上回

らない人数）が解任される場合。

ｃ）当社の現任の取締役の過半数が望まない人物が、欠員の補充又は現任の取締役会の増員を理由として取締

役に選任され、かつ、現任の取締役（当社株主総会において解任され又は退任する現任の取締役を除

く。）の比率が70％以下になる場合。

 

②　支配権の異動が生じた後の雇用又は地位の終了

　幹部は、当社又はその子会社若しくは関連会社の従業員又は取締役でいる間に当社に支配権の移動が生じ、

かつ、以下の事由のいずれか１つにでも該当する場合をいいます。

ａ）当社又はその子会社若しくは関連会社における雇用又は取締役の地位が、当社又はその子会社若しくは関

連会社により終了され、かつ、当該終了が、(ⅰ)当該幹部の心身の障害、(ⅱ)重罪に関する有罪判決等の

原因、又は(ⅲ)当社定款に沿って規定されその時々に修正される欠格事由、のいずれによるものでもない

場合。

ｂ）当社又はその子会社若しくは関連会社における雇用又は取締役の地位が、支配権の異動から２年以内に当

該幹部によって終了され、当該２年間のいつでも当該幹部の基本報酬（以下に定義する。）が支配権の移

動の直前を下回った場合。

 

－役職の終了時の退任報酬

 

　退任報酬とは、退任総額（以下に定義します。）と役職の終了日における未払い賃金の総額をいいます。

　退任総額とは、支配権の異動の10日前における幹部の基本報酬の３倍に相当する金額（但し、最高責任経営者

（CEO）、最高財務責任者（CFO）又は取締役会会長（Chairman）の地位にある者については、それぞれ基本報酬の

３倍分を追加するものとし、例えば、ある幹部がCEO兼CFO兼Chairmanである場合には、基本報酬の12倍に相当する

金額とします。）を、一括して支払うことをいいます。基本報酬とは、(ⅰ)従業員の場合には当該従業員の年俸

（賞与を除きます。）を、(ⅱ)当社取締役の場合には、144,000米ドルをそれぞれいいます。

 

－契約期間

　本契約は、当社の支払い義務に未履行がある範囲を除き、(ⅰ)支配権の異動に先立ち、幹部の雇用又は取締役の

地位が終了すること、又は(ⅱ)支配権の異動の日から２年が経過すること、のいずれか早いほうにおいて終了しま

す。

 

－本契約を当社との間で締結する者

　当社の現任の取締役３名及び当社又はその子会社若しくは関連会社の管理職２名。本書提出日現在において、退

職者を除いた、実質５名の管理職との契約が有効となっております。当社の現任の取締役以外の幹部に対する退任

報酬の支給については、支配権の異動が起こった時点において、その時点における当社の最高経営責任者の裁量に

より、対象となる幹部従業員を12名を上限として選定するものとします。
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上記取組みに関する取締役会の判断及びその理由

　近年、当社は財務的に困難な状況に直面しており、当社の経営陣及び幹部はこの状況を打開すべく、事業運営に

尽力してきました。幹部はまた、当社の置かれた状況をさらに改善するための施策の実行を計画しております。幹

部の大半は当社又はその子会社若しくは関連会社における勤務年数が長く、当社又はその子会社若しくは関連会社

の業務を深く理解しております。そのため、会社の指導権に異動が生じれば不安定性を生む可能性があり、それが

当社に好ましくない影響を与え、さらにその結果、株主の利益を害するおそれがあります。この観点から、当社の

取締役会は上記取組みを合理的と判断しました。

 

(4）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間中に当社が進めた研究及び開発はありませんでした。

 

(5）継続企業の前提に関する疑義

　当社グループの継続企業としての能力は、既存事業及び新規ベンチャーの成長及び事業資金の調達のための資産の処

分が成功するかに大きく依存しています。

対策

・保有資産の売却による事業資金の調達　　当社グループは、保有資産の売却により必要な事業資金を調達し、当

該資金を重要事業に供給する予定です。

 

・収益性改善のための経費節減　　当社グループは、将来の持続可能な成長のための既存事業の収益性の改善を目

指し、さらなる全社的な費用及び営業費用節減を図ります。

 

・潜在投資家の発掘　　当社グループは、潜在投資家を発掘し、当社グループの再編、事業統合及びその他様々な

手法により当社に新たな発展をもたらす機会を獲得します。

 

・中国市場における機会の優位性　　当社グループは、急速に成長する中国市場におけるプレゼンスを利用し、独

自のコア・コンピタンスを活用して中国における事業機会を捉えていきたいと考えております。

 

・新規事業への参入　　当社グループは、スマートフォン、テレコム・ソフトウェア・プラットフォーム、グロー

バル・メッセージング・ゲートウェイ及びモバイル広告プラットフォームの開発及びオペレーションを提供する

新規事業に参入します。
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第４【提出会社の状況】
 

１【株式等の状況】（2015年９月30日現在）

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

授権株数（株） 発行済株式総数（株） 未発行株式数（株）

20,000,000,000.00株
(うち、普通株式分が
18,200,000,000.00

優先株式分が1,800,000,000.00)

2,815,876.79
（うち、普通株式　2,590,876.79

優先株式　225,000.00）

19,997,184,123.21
(うち、普通株式　18,197,409,123.21

優先株式　1,799,775,000.00)

　（注）　●当社は、2007年８月31日付で、当社グループの一部の役員及び従業員に対して、27,000株を上限とする当社普通

株式を発行することを決定しました。当該27,000株のうち10,753株を上限として３回に分けて割当が行われるも

のとされ、うち実際に10,743株について、2007年12月31日、2008年12月31日及び2009年12月31日付で、それぞれ

3,675株、3,486株及び3,582株の発行が可能となりました。一方、残りの16,247株は、必要に応じて当社最高経営

責任者（CEO）の決定により随時発行されることになっております。

●2015年９月30日現在において、上記の27,000株のうち、合計19,044株が発行済であり、未発行の株式は7,956株で

す。

 

②【発行済株式】

記名・無記名の別及び額
面・無額面の別

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）

（2015年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2015年11月13日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

額面価額0.01香港ドルの
記名株式

普通株式 2,590,876.79 2,844,997.79
東京証券取引所
（市場第二部）

完全議決権を有する
当社の普通株式

額面価額0.01香港ドルの
記名株式

優先株式 225,000.00 225,000.00 非上場
完全議決権を有する
当社の優先株式

　（注）　「提出日現在発行数」欄には、2015年11月１日からこの四半期報告書提出日までに発行された株式数は含まれてお

りません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　マッコーリー・バンク・リミテッドに発行された新株予約権数並びにその行使により発行する株式の発行価格及

び資本組入額は以下のとおりです（2015年９月30日現在）。

割当日 新株予約権数 種類 株式発行数
発行価格

（１株当たり）
資本組入額

（１株当たり）
行使期間 譲渡 その他

2015年
８月18日

2,259,399
同数の普通株式を
発行する予約権

普通株式 2,259,399

各行使請求の効力
発生日の直前取引
日の当社普通株式
の終値の90％

0.01香港ドル
2015年８月18日から
2017年８月17日まで

譲渡不可 －
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数及び資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数増減数

（株）
発行済株式総数残高

（株）２

資本金等増減額
（米ドル）１

資本金等残高
（米ドル,括弧内は円）１

2015年７月１日～
2015年９月30日

普通株式　38,100 2,815,876.79 72,525
390,055,794

(46,791,093,106)

　（注）１　資本金等には、資本金及び資本準備金が含まれております。

２　38,100個の行使価格修正条項付新株予約権の行使による増加です。

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

新華ホールディングス・リミテッド（新華控股有限公司Ｘｉｎｈｕａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ）(E05951)

四半期報告書

14/31



第５【経理の状況】
 

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

(1）当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

(2）当社の四半期財務諸表は、米ドルで表示されております。「円」で表示されている金額は、四半期財務諸表等規則第

88条の規定に基づき、2015年９月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である１米ドル＝

119.96円、１香港ドル＝15.48円、１カナダドル＝89.34円、１シンガポール・ドル＝84.09円で換算された金額でありま

す。なお、当該円換算額は、単に便宜上の表示を目的としており、米ドルで表示された金額が上記の相場で実際に円に

換算されることを意味するものではありません。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2015年７月１日から2015年９月

30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2015年１月１日から2015年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表につい

て、清和監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 
前連結会計年度
2014年12月31日
(単位：千米ドル)

 
前連結会計年度
2014年12月31日
(単位：百万円)

当第３四半期
連結会計期間
2015年９月30日
(単位：千米ドル)

当第３四半期
連結会計期間
2015年９月30日
(単位：百万円)

資産の部     
流動資産     
現金及び預金 3,570 428 1,409 169

売掛金 ※1 949 ※1 114 ※1 1,638 ※1 196

未収入金 31 4 119 14

その他 290 35 317 38

流動資産合計 4,840 581 3,483 418

固定資産     
有形固定資産     
建物及び構築物 150 18 176 21

減価償却累計額 △147 △18 △165 △20

建物及び構築物（純額） 2 0 11 1

工具、器具及び備品 678 81 759 91

減価償却累計額 △640 △77 △699 △84

工具、器具及び備品（純額） 39 5 60 7

有形固定資産合計 41 5 71 8

無形固定資産     
のれん - - 13,785 1,654

ソフトウェア - - 187 22

ソフトウェア仮勘定 - - 250 30

無形固定資産合計 - - 14,222 1,706

投資その他の資産     
関係会社株式 1,358 163 1,175 141

投資その他の資産合計 ※1 1,358 ※1 163 ※1 1,175 ※1 141

固定資産合計 1,399 168 15,468 1,855

資産合計 6,239 748 18,950 2,273

負債の部     
流動負債     
買掛金 460 55 867 104

短期借入金 ※3 218 ※3 26 ※3 4,101 ※3 492

未払法人税等 94 11 80 10

未払金 ※4 719 ※4 86 ※4 9,863 ※4 1,183

未払費用 1,959 235 2,043 245

前受収益 - - 57 7

その他 65 8 100 12

流動負債合計 3,515 422 17,110 2,053

固定負債     
繰延税金負債 - - 2 0

固定負債合計 - - 2 0

負債合計 3,515 422 17,113 2,053

純資産の部     
株主資本     
資本金 6,410 769 4 0

資本剰余金 406,312 48,741 413,967 49,660

利益剰余金 △375,764 △45,077 △378,085 △45,355

株主資本合計 36,959 4,434 35,886 4,305

その他の包括利益累計額     
為替換算調整勘定 ※2 △34,490 ※2 △4,137 ※2 △34,365 ※2 △4,122

その他の包括利益累計額合計 △34,490 △4,137 △34,365 △4,122

新株予約権 256 31 316 38

少数株主持分 - - - -

純資産合計 2,724 327 1,838 220

負債純資産合計 6,239 748 18,950 2,273
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

 

前第３四半期
連結累計期間

自　2014年１月１日
至　2014年９月30日
(単位：千米ドル)

前第３四半期
連結累計期間

自　2014年１月１日
至　2014年９月30日
(単位：百万円)

当第３四半期
連結累計期間

自　2015年１月１日
至　2015年９月30日
(単位：千米ドル)

当第３四半期
連結累計期間

自　2015年１月１日
至　2015年９月30日
(単位：百万円)

売上高 2,675 321 2,592 311

売上原価 1,576 189 1,414 170

売上総利益 1,100 132 1,178 141

販売費及び一般管理費     
役員報酬 75 9 75 9

給料及び手当 1,160 139 1,056 127

広告宣伝費 29 3 30 4

減価償却費 20 2 15 2

支払手数料 1,033 124 910 109

地代家賃 310 37 319 38

その他 833 100 712 85

販売費及び一般管理費合計 3,460 415 3,117 374

営業損失（△） △2,361 △283 △1,939 △233

営業外収益     
受取利息及び配当金 8 1 6 1

為替差益 - - 750 90

受取手数料 55 7 - -

その他 - - 3 0

営業外収益合計 63 8 759 91

営業外費用     
支払利息 46 5 1,026 123

為替差損 150 18 - -

持分法による投資損失 306 37 136 16

和解金 125 15 - -

その他 1 0 - -

営業外費用合計 627 75 1,163 139

経常損失（△） △2,925 △351 △2,343 △281

特別利益     
子会社株式売却益 - - 11 1

新株予約権戻入益 522 63 12 1

特別利益合計 522 63 23 3

税金等調整前四半期純損失（△） △2,403 △288 △2,321 △278

法人税、住民税及び事業税 1 0 1 0

法人税等合計 1 0 1 0

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,404 △288 △2,321 △278

少数株主損失（△） - - - -

四半期純損失（△） △2,404 △288 △2,321 △278
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

 

前第３四半期
連結累計期間

自　2014年１月１日
至　2014年９月30日
(単位：千米ドル)

前第３四半期
連結累計期間

自　2014年１月１日
至　2014年９月30日
(単位：百万円)

当第３四半期
連結累計期間

自　2015年１月１日
至　2015年９月30日
(単位：千米ドル)

当第３四半期
連結累計期間

自　2015年１月１日
至　2015年９月30日
(単位：百万円)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,404 △288 △2,321 △278

その他の包括利益     
為替換算調整勘定 115 14 172 21

持分法適用会社に対する持分相当額 △14 △2 △47 △6

その他の包括利益合計 101 12 125 15

四半期包括利益 △2,303 △276 △2,196 △263

（内訳）     
親会社株主に係る四半期包括利益 △2,303 △276 △2,196 △263

少数株主に係る四半期包括利益 - - - -
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　当社グループは、当第３四半期連結累計期間において、前連結会計年度から引き続き営業損失1,939千米ドル（233百

万円）、四半期純損失2,321千米ドル（278百万円）を計上しております。

　前連結会計年度と比べ当第３四半期連結累計期間において金融情報配信事業の売上の減少や、営業費用が依然として

高いことから、当第３四半期連結累計期間においても営業損失を計上しており、当社グループのキャッシュ・フロー

は、引き続き既存の借入金を返済するための十分な資金が不足しております。当該状況により継続企業の前提に関する

重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　当該状況を解消するため、当社グループは継続的に経費削減を実施し、資産売却により資金調達できる機会の検討を

行っていきます。加えて、当社グループは収益性及び営業キャッシュ・フローのプラスの双方の観点から、債務の株式

化や新規事業に対する投資を模索し、新たな資本注入に加え、事業のリストラクチャリングも含めた様々な手法により

成長の機会をとらえていきたいと考えております。

　ただし、当社グループの事業の継続可能性は、既存事業及び新規事業の成長や事業再編の成功に強く依存しているこ

とから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、当四半期連結財務諸表は継続企業

を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を当四半期連結財務諸表に反映しておりま

せん。

 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

　第１四半期連結会計期間において、上海華財インベストメント・アドバイザリー・カンパニー・リミテッドの全株

式を譲渡したため、同社を連結の範囲から除外しております。

　当第３四半期連結会計期間において、GINSMS Inc.（以下、「GINSMS」といいます。）の株式を取得したため、同社

並びにGIN International Limited及びInphosoft Singapore Pte Limitedを含む同社の子会社計９社を新たに連結の

範囲に含めております。

 

（会計方針の変更）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2013年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　2013年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　2013年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等

が2014年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期

間からこれらの会計基準等（ただし、連結会計基準第39項に掲げられた定めを除く。）を適用し、支配が継続している

場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結

会計年度の費用として計上する方法に変更しております。

　また、当第１四半期連結累計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原

価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しており

ます。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業分離

等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結累計期間の期首時点から将来にわ

たって適用しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ301千米ドル

（36百万円）減少しております。

 

（表示方法の変更）

（四半期連結包括利益計算書）

　従来、「その他の包括利益」の「為替換算調整勘定」に含めていた「持分法適用会社に対する持分相当額」は、金

額的重要性が増したため、当第１四半期連結累計期間より独立掲記することとしております。

　この表示方法の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間の四半期連結包括利益計算書の組替えを行って

おります。

　この結果、前第３四半期連結累計期間において、「その他の包括利益」の「為替換算調整勘定」に表示していた△

14千米ドル（△２百万円）は、「持分法適用会社に対する持分相当額」として組替えております。
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（追加情報）

（四半期財務諸表の円換算）

　「円」で表示されている金額は、四半期財務諸表等規則第88条の規定に準じて、2015年９月30日現在の株式会社三

菱東京UFJ銀行における対顧客電信売買相場の仲値、１米ドル＝119.96円、１カナダドル＝89.34円、１香港ドル＝

15.48円及び１シンガポールドル＝84.09円で換算された金額であります。なお、当該円換算額は、単に表示上の便宜

を目的としており、米ドルで表示された金額が上記の相場で実際に円に換算されることを意味するものではありませ

ん。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

 （単位：千米ドル、括弧内は百万円）

前連結会計年度
（2014年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2015年９月30日）

※１　債権額は貸倒引当金と相殺して表示しております。 ※１　債権額は貸倒引当金と相殺して表示しております。

流動資産に設定された貸倒引当金の金額 流動資産に設定された貸倒引当金の金額

115 115

（14） （14）

投資その他の資産に設定された貸倒引当金の金額 投資その他の資産に設定された貸倒引当金の金額

883 883

（106） （106）

※２　当社における機能通貨から報告通貨への換算に伴い

発生する換算差額を含んでおります。

※２　　　　　　　　　　同左

※３　　　　　　　　────── ※３　当社は、柔軟な資金調達を可能とするため及び近い

将来に運転資金が不足することを避けるためにクレ

ジット・ファシリティの設定を外国人投資家と合意し

ております。2015年９月１日に、当社はこのクレジッ

ト・ファシリティから600千米ドル（72百万円）の借

入れを実行しております。

 
 

クレジット・ファシリティ額 2,000

 （240）

借入実行額 600

 （72）

残額 1,400

 （168）
　

※４　　　　　　　　────── ※４　GINSMSの28,123,320株式及び面額6,255千カナダド

ルの転換社債を取得するため、当社はいくつかのプロ

ミッサリー・ノート（以下、「ノート」といいま

す。）を発行しております。当連結会計年度の第３四

半期間末において、未払利息とともにノートの残高は

8,519千米ドル（1,022百万円）になっております。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は次のとおりで

あります。

 （単位：千米ドル、括弧内は百万円）

前第３四半期連結累計期間
（自　2014年１月１日　至　2014年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2015年１月１日　至　2015年９月30日）

 
減価償却費 20

 （2）

のれんの償却額 －

 （－）
　

 
減価償却費 15

 （2）

のれんの償却額 －

 （－）
　

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2014年１月１日　至　2014年９月30日）

株主資本の著しい変動

　当第３四半期連結累計期間において新株予約権の行使により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,917千米ドル

（230百万円）、2,145千米ドル（257百万円）増加し、当第３四半期連結会計期間末において、資本金は6,410千

米ドル（769百万円）、資本剰余金は406,312千米ドル（48,741百万円）となっております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2015年１月１日　至　2015年９月30日）

株主資本の著しい変動

　当社は、2013年12月期定時株主総会の特別決議に基づき、2015年３月３日付で額面20香港ドルの払込済株式の

額面（普通株式および優先株式）を１株当たり19.99香港ドル減額し、１株当たり払込済額面を0.01香港ドルとし

ております。この結果、当第１四半期連結累計期間において資本金が6,407千米ドル（769百万円）の減少、資本

剰余金が6,407千米ドル（769百万円）の増加となっております。

　当第３四半期連結累計期間において、1,176千米ドル（141百万円）の債務の株式化及び73千米ドル（９百万

円）の新株予約権の行使により、株式資本及び資本剰余金は、それぞれ０千米ドル（０百万円）及び1,248千米ド

ル（150百万円）増加しました。

　当第３四半期連結会計期間末において、資本金は４千米ドル（０百万円）、資本剰余金は413,967千米ドル

（49,660百万円）となっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2014年１月１日　至　2014年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千米ドル、括弧内は百万円）

 

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額金融情報配信事

業
モバイル事業 その他の事業 合計

売上高       

外部顧客への売上高
2,673
（321）

－
（－）

3
（0）

2,675
（321）

－
（－）

2,675
（321）

セグメント間の内部売上高又は
振替高

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

計
2,673
（321）

－
（－）

3
（0）

2,675
（321）

－
（－）

2,675
（321）

セグメント利益又は損失（△）
△263
（△32）

△9
（△1）

△2,132
（△256）

△2,404
（△288）

－
（－）

△2,404
（△288）

　（注）１　セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の四半期純利益又は損失（△）と一致してお

ります。

２　「金融ソリューション事業」は、前連結会計年度に当該事業を処分し、事業から撤退しております。

 

２．報告セグメントの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2015年１月１日　至　2015年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千米ドル、括弧内は百万円）

 

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額金融情報配信事

業
モバイル事業 その他の事業 合計

売上高       

外部顧客への売上高
2,589
（311）

－
（－）

2
（0）

2,592
（311）

－
（－）

2,592
（311）

セグメント間の内部売上高又は
振替高

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

計
2,589
（311）

－
（－）

2
（0）

2,592
（311）

－
（－）

2,592
（311）

セグメント利益又は損失（△）
△175
（△21）

728
（87）

△2,875
（△345）

△2,321
（△278）

－
（－）

△2,321
（△278）

　（注）１　セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の四半期純利益又は損失（△）と一致してお

ります。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　当第３四半期連結会計期間より報告セグメントとして記載する事業セグメント「モバイル事業」を新たに追

加しております。これは、クラウド・ベースA2Pメッセージング・サービスを提供するGINSMSの株式取得手続き

が完了したことにより、「モバイル事業」の量的な重要性が増したためであり、GINSMS及び同社の持株会社で

ある新華モバイル・リミテッド（以下、「新華モバイル」といいます。）の事業が含まれます。この変更に伴

い、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第３四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基

づき作成したものを開示しております。なお、前第３四半期連結累計期間の「モバイル事業」におけるセグメ

ント利益への影響は、新華モバイルで発生した販売費及び一般管理費のみであります。

 

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「会計方針の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間から「企業結合に関する会計基準」等を適

用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとと

もに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、第３四半期連結累計期間のセグメント利益が、「モバイ

ル事業」で301千米ドル（36百万円）減少しております。

 

３．報告セグメントごとの資産に関する情報

　当第３四半期連結会計期間において、GINSMSの株式を取得し、新たに同社及び同連結子会社を連結の範囲に

含めたことにより、前連結会計年度の末日に比べ、「モバイル事業」のセグメント資産が20,363千米ドル

（2,443百万円）増加しております。

 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

　当第３四半期連結会計期間より「モバイル事業」においてGINSMSの株式を取得し、同社及び同社の連結子会

社を連結の範囲に含めたことに伴い、のれんを計上しております。当該事象によるのれんの発生額は、13,785

千米ドル（1,654百万円）であります。
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（企業結合等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2014年１月１日　至　2014年９月30日）

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2015年１月１日　至　2015年９月30日）

取得による企業結合

１．企業結合の概要

(1）被取得企業の名称

　GINSMS Inc.（証券コード：GOK、以下、「GINSMS」といいます）は、カナダのトロント・ベンチャー・証

券取引所に上場している企業です。GINSMSはGIN International Limited（以下、「GIN」といいます）と

Inphosoft Singapore Pte Limitedを含む計９社の子会社を有しております。

 

(2）被取得企業の事業の内容

　クラウド・ベースのアプリケーション・ツー・ピア・メッセージング事業（以下、「A2P」といいます）、

及びソフトウェアの製品・サービス（以下、「ソフトウェア・サービス」といいます。）のサービスを提供

しております。

 

(3）企業結合を行った主な理由

　GINSMSは、A2P及びソフトウェア・サービスの２分野にてモバイル技術・サービスを提供しております。

GINSMSは、中国、シンガポール、香港、マレーシア及びインドネシアに事業所を有しております。GINSMS

は、世界中のモバイル・アプリケーション・デベロッパー、ショート・メッサージング・サービス（以下、

「SMS」といいます。）ゲートウェイ及び世界中の企業に、A2Pメッセージング・サービスを提供しているGIN

の株式を100％所有しております。GINSMSは世界中で200以上のモバイル・オペレーターと直接のパートナー

関係を築き、顧客にSMSをより早く効率的に配信するための独自のインテリジェント・ルーティング技術を活

用したGINOTA（www.ginota.com）と呼ばれるクラウド・ベース・サービスを運用しております。GINSMSの事

業目的は、アジア太平洋でA2Pメッセージング・サービス・プロバイダーとして、リーディング・カンパニー

になることであります。

　GINSMSは、モバイル・オペレーターや企業に革新的なソフトウェア製品・サービスの開発・流通を提供し

ており、世界中で100以上のソリューションを展開することに成功しております。これらのプラットフォーム

及び知的財産は、GINSMSのモバイル・メッセージング・ビジネスの重要な一角を担っております。また

GINSMSには、新たなモバイル・アプリケーションを通じて、既存のビジネスをサポート・改善するための調

査・開発を行い、アンドロイド（Android）及びアイ・オー・エス（iOS）用のモバイル・アプリケーション

の開発者からなるモバイル・アプリケーション・チーム（以下、「APPチーム」といいます。）があります。

APPチームは、電子通信会社等の企業向けにもモバイル・アプリケーションの開発・カスタマイズを行ってお

ります。GINSMSは、今後もこれらの製品・サービスを強化し、新たなバージョンを既存の顧客に提供できる

よう投資を行っていく予定であります。またソフトウェア製品・サービス事業の今後の売上は、A2Pメッセー

ジング・サービス事業ほどではありませんが、増加していく見込みであります。

　従って当社は、中国、日本及びその他アジア太平洋においてA2P事業の大きな機会があると考えておりま

す。A2Pメッセージング・ビジネスにおいて、中国は大きなマーケットであり、日本での成長が見込まれるた

め、当社はGINSMSが戦略的パートナーを発掘するためにアシストし、それらの地域で事業を成長させること

ができると考えております。

　当社は、既に確立されているGINSMSの技術、プラットフォーム及びビジネスモデルを、当社の香港、中国

及び日本におけるネットワークを利用して、A2Pメッセージングをそれぞれの地域の企業及びその顧客との間

で普及させることにより、GINSMSの売上を増加させ、その結果、当社の連結ベースの売上も増加させること

ができると考えております。

 

(4）企業結合日

2015年９月８日

2015年９月30日（みなし取得日）
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(5）企業結合の法的形式

　ノートの振出し及び子会社の持分譲渡を対価とする株式取得

 

(6）企業結合後企業の名称

GINSMS Inc.

 

(7）取得した議決権比率

　取得した株式及び転換社債の株式への転換により、63.58％

 

(8）取得企業を決定するに至った主な理由

　当社がノートの振出し及び子会社の持分譲渡を対価として株式を取得したことによるものであります。

 

２．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

　当第３四半期連結累計期間においては、四半期連結損益計算書に被取得企業の業績は含まれておりません。

 

３．被取得企業の取得原価

 （単位：千米ドル、括弧内は百万円）

取得の対価  

ノート 9,816

 （1,178）

子会社の100％持分 2,000

 (240）

取得原価 11,816

 （1,418）

 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間

(1）発生したのれんの金額

13,785千米ドル（1,654百万円）

 

(2）発生原因

　主として今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。

 

(3）償却方法及び償却期間

10年間にわたる均等償却
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（１株当たり情報）

１．１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 （単位：米ドル、括弧内は円）

項目
前第３四半期連結累計期間
（自　2014年１月１日
至　2014年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2015年１月１日
至　2015年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△）
△1.21

（△145.15）

△0.87

（△104.37）

 

（算定上の基礎）

 （単位：千米ドル、括弧内は百万円）

項目
前第３四半期連結累計期間
（自　2014年１月１日
至　2014年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2015年１月１日
至　2015年９月30日）

四半期純損失金額（△）
△2,404

（△288）

△2,321

（△278）

普通株主に帰属しない金額
－

（－）

－

（－）

普通株式に係る四半期純損失金額（△）
△2,404

（△288）

△2,321

（△278）

普通株式及び優先株式の期中平均株式数（株） 2,206,743.96 2,658,959.54

普通株式 1,981,743.96 2,433,959.54

優先株式 225,000.00 225,000.00

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

　（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金

額であるため記載しておりません。

２　優先株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式として

おります。
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（重要な後発事象）

１　外国の個人投資家からの追加借入

　2015年10月12日付で、当社は外国人投資家から追加で400千米ドル（48百万円）の借入を実行しております。当該

借入は、2015年６月18日付で当該外国人投資家との合意により、年28％の割合の利息（利息は一日複利の満期日

払）にて2,000千米ドル（240百万円）の与信枠を設定したことに基づくものであります。

 

２　第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）による新株式発行

　2015年10月28日、当社の取締役は、Lai Man Kon氏、Lie Wan Chie氏、当社の取締役である原野直也氏及び当社の

取締役会長、CEO及びCFOであるレン・イー・ハン氏が持分を100％所有するOne Heart International Limitedが当

社に対して保有するノート及びローンの元金及び2015年12月22日（定時株主総会の日）までに発生する利息を返済

するため、合計1,339百万円、１株につき273円にて合計4,905,631株の新株式を第三者割当（デット・エクイティ・

スワップ）により（以下「本第三者割当増資」といいます。）発行することを決議しました。ただ、本第三者割当

増資により、大規模な希薄化が生じること、また主要株主に変更が生じることに鑑み、当社の取締役会は、定時株

主総会開催予定日の2015年12月22日に、株主の皆様の承認を得た上で実施することといたしました。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第６【外国為替相場の推移】
 

　日本円と米ドルの為替レートは、日本の日刊紙２紙以上に掲載されているため、記載を省略いたします。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

 平成27年11月13日

新華ホールディングス・リミテッド  

取締役会　御中  

 

 清　和　監　査　法　人  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 大塚　貴史　　㊞

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 藤本　亮　　　㊞

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新華ホール

ディングス・リミテッドの平成27年１月１日から平成27年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

（平成27年７月１日から平成27年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年１月１日から平成27年９月

30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括

利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連

結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対

する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準

に準拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される

質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥

当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、新華ホールディングス・リミテッド及び連結子会社の平成27

年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
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強調事項

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は営業損失を継続的に計上しており、継続企業の前

提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載さ

れている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四

半期連結財務諸表に反映されていない。

２．会計方針の変更に記載のとおり、会社は第１四半期連結会計期間より「企業結合に関する会計基準」（企業会計

基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13

日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日）等を早期適用している。

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成27年10月28日にLai Man Kon氏、Lie Wan Chie氏、会社の

取締役である原野直也氏及び会社の取締役会長、CEO及びCFOであるレン・イー・ハン氏が持分を100％所有する

One Heart International Limitedが会社に対して保有するノート及びローンの元金及び平成27年12月22日（定

時株主総会の日）までに発生する利息を返済するため、合計1,339百万円、１株につき273円にて合計4,905,631

株の新株式を第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）により発行することを取締役会において決議してい

る。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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